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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の各工程を含むバリア布帛の製法：
　下記（１）～（６）を含むコーティング組成物を調製する工程：
　　（１）１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を有
する、少なくとも１種のポリオルガノシロキサンオイル、
　　（２）１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つの水素原子を有する、少なく
とも１種のポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル、
　　（３）白金族に属する少なくとも１種の金属を含んで成る、触媒として有効な量の少
なくとも１種の触媒、
　　（４）下記（４．１）～（４．３）を含む接着促進剤：
　　　（４．１）３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）、
　　　（４．２）少なくとも１つのエポキシ基を含む、少なくとも１種の有機ケイ素化合
物、及び
　　　（４．３）前記コーティング組成物の総重量に基づいて、０．３８～２．０重量％
の、少なくとも１種の金属Ｍキレート及び／又は次の一般式の、１種の金属アルコキシド
：Ｍ（ＯＪ）n（式中、ｎはＭの原子価に等しく、そしてＪは直鎖又は分岐鎖のＣ1～Ｃ8

アルキルに等しく、ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｇｅ、Ｌｉ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ａｌ及びＭｇから成る群
から選択される。）、
　　（５）Ｒ3ＳｉＯ0.5（Ｍ官能単位）、Ｒ2ＳｉＯ（Ｄ官能単位）、ＲＳｉＯ1.5（Ｔ官
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能単位）、及びＳｉＯ2（Ｑ官能単位）から成る群から選択される少なくとも２種の官能
単位を有する、少なくとも１種のポリオルガノシロキサン樹脂、ここで、少なくとも１種
の官能単位は、Ｔ又はＱ官能単位であり、ここで、Ｒ基は同一又は異なり、そして直鎖又
は分岐鎖のＣ1～Ｃ6アルキル、Ｃ2～Ｃ4アルケニル、フェニル、又は３，３，３－トリフ
ルオロプロピル基であり、前記樹脂は、０．１～２０重量％のアルケニル基重量含有率を
有する、並びに
　　（６）少なくとも１種の架橋抑制剤；
　１０～４５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、織布の片面に第一のコーティ
ングを適用する工程；
　第一のコーティングを、少なくとも部分的に硬化させる第一硬化段階；
　２０～１０５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、前記少なくとも部分的に硬
化させた第一のコーティング上に第二のコーティングを適用する工程、第二のコーティン
グの露出面を前記布帛の内面とみなし、そして前記布帛の未コーティング面を外面とみな
す、そして
　第一硬化段階の硬化温度が第二硬化段階の温度よりも低温である条件における、第二硬
化段階。
【請求項２】
　前記コーティングされたバリア布帛の内面に対して、第二の布帛を上に重ねるさらなる
工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コーティング組成物において：
　　１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を有する前
記ポリオルガノシロキサンオイルが、１０～７０重量％存在し、
　　１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つの水素原子を有する前記ポリハイド
ロゲンオルガノシロキサンオイルが、２～１０重量％存在し、
　　前記接着促進剤が、１．１～１２重量％存在し、
　　前記樹脂が、１０～７０重量％存在し、そして
　　前記架橋抑制剤が、０．０１～０．１重量％存在し、上記全ての重量％は、前記組成
物の総重量に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記接着促進剤の前記有機ケイ素化合物が、下記：
　　次の一般式：
【化１】

　［式中、
　　　Ｒ6は、直鎖又は分岐鎖のＣ1～Ｃ4アルキル基であり、
　　　Ｒ7は、直鎖又は分岐鎖のアルキル基であり、
　　　ｙは、０、１、２又は３に等しく、そして
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【化２】

　　(式中、
　　　Ｅ及びＤは、同一又は異なって、直鎖又は分岐鎖のＣ1～Ｃ4アルキルであり、
　　　ｚは、０又は１に等しく、
　　　Ｒ8、Ｒ9及びＲ10は、同一又は異なる基であり、そして水素、又は直鎖若しくは分
岐鎖のＣ1～Ｃ4アルキルであり、
　　あるいは、Ｒ8及びＲ9又はＲ10は、上記エポキシを含む２つの炭素原子と一緒になっ
て、５員～７員のアルキル環を構成することができる。）である。〕を含むか、又は
　　次の式の少なくとも１種のシロキシ官能単位：
　　　ＸpＧqＳｉＯ[4-(p+q)]/2　　　（４．２ｂ１）
　（式中、
　　　Ｘは、上記式（４．２ａ）で定義される基であり、
　　　Ｇは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　　　ｐは、１又は２であり、そして
　　　ｑは、０，１又は２であり、
　　　ここで、ｐ＋ｑは１、２又は３である。）及び
　　次の式の随意選択的な、少なくとも１種のシロキシ官能単位：
　　　ＧrＳｉＯ[4-r]/2　　　（４．２ｂ２）
　（式中、Ｇは上記と同一の意味を有し、そしてｒは０～３の値を有する。）、
　を含むエポキシ官能ポリジオルガノシロキサン、
　のどちらかを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記接着促進剤の有機ケイ素化合物が、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
（ＧＬＹＭＯ）である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記接着促進剤の金属アルコキシドが、アルコキシチタンである、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記接着促進剤のアルコキシチタンが、ブチルチタネートである、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記接着促進剤が、下記：
　３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）、
　３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（ＧＬＹＭＯ）、及び
　ブチルチタネート、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記接着促進剤の総重量に基づく重量％で表される前記接着促進剤の成分の重量割合が
、次の通りである、請求項８に記載の方法：
　　ＭＥＭＯは、１５～７０重量％の範囲で存在し、
　　前記有機ケイ素化合物は、７０～１５重量％の範囲で存在し、そして
　　前記金属キレート又はアルコキシドは、５～３０重量％の範囲で存在する。
【請求項１０】
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　１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を有する前記
ポリオルガノシロキサンオイルが、下記を含んで成る、請求項１に記載の方法：
　　（ｉ）次の式のシロキシル官能単位：
　　　ＴaＺbＳｉＯ[4-(a+b)]/2　　　（１．１）
　（式中、
　　　Ｔは、アルケニル基であり、
　　　Ｚは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　　　ａは、１又は２であり、
　　　ｂは、０，１又は２であり、そして
　　　ａ＋ｂは、１～３である。）、及び
　　（ｉｉ）随意選択的な、次の式の他のシロキシ官能単位：
　　　ＺcＳｉＯ[4-c]/2　　　（１．２）
　（式中、
　　　Ｚは、上記と同一の意味を有し、そして
　　　ｃは、０～３の値を有する。）。
【請求項１１】
　１分子当たり、ケイ素と結合した少なくとも２つの水素原子を有する前記ポリハイドロ
ゲンオルガノシロキサンオイルが、下記を含んで成る、請求項１に記載の方法：
　　（ｉ）次の式のシロキシル官能単位：
　　　ＨdＬeＳｉＯ[4-(d+e)]/2　　　（２．１）
　（式中、
　　　Ｌは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　　　ｄは、１又は２であり、
　　　ｅは、０、１又は２であり、そして
　　　ｄ＋ｅは、１～３の値を有する。）、及び
　　（ｉｉ）随意選択的な、次の平均式の他のシロキシ官能単位：
　　　ＬgＳｉＯ[4-g]/2　　　（２．２）
　（式中、
　　　Ｌは、上記と同一の意味を有し、そして
　　　ｇは、０～３の値を有する。）。
【請求項１２】
　次の各工程を含むバリア布帛の製法：
　下記（１）～（６）を含むコーティング組成物を調製する工程、
　　（１）下記（ｉ）及び（ｉｉ）を含んでなる、１分子当たり、ケイ素と結合した少な
くとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を有する少なくとも１種の前記ポリオルガノシロキサ
ンオイル：
　　　（ｉ）次の式のシロキシル官能単位：
　　　　ＴaＺbＳｉＯ[4-(a+b)]/2　　　（１．１）
　（式中、
　Ｔは、アルケニル基であり、
　Ｚは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　ａは、１又は２であり、
　ｂは、０，１又は２であり、そして
　ａ＋ｂは、１～３である。）、及び
　　　（ｉｉ）随意選択的な、次の式の他のシロキシ官能単位：
　　　　ＺcＳｉＯ[4-c]/2　　　（１．２）
　（式中、
　Ｚは、上記と同一の意味を有し、そして
　ｃは、０～３の値を有する。）、
　　（２）下記（ｉ）及び（ｉｉ）を含んでなる、１分子当たり、ケイ素と結合した少な
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くとも２つの水素原子を有する、少なくとも１種のポリハイドロゲンオルガノシロキサン
オイル：
　　　（ｉ）次の式のシロキシル官能単位：
　　　　ＨdＬeＳｉＯ[4-(d+e)]/2　　　（２．１）
　（式中、
　Ｌは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　ｄは、１又は２であり、
　ｅは、０、１又は２であり、そして
　ｄ＋ｅは、１～３の値を有する。）；及び、
　　　（ｉｉ）随意選択的な、次の平均式の他のシロキシ官能単位：
　　　　ＬgＳｉＯ[4-g]/2　　　（２．２）
　（式中、
　Ｌは、上記と同一の意味を有し、そして
　ｇは、０～３の値を有する。）、
　　（３）白金族に属する少なくとも１種の金属を含んで成る、触媒として有効な量の少
なくとも１種の触媒、
　　（４）下記を含む接着促進剤：
　　　３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）
　　　下記を含んで成る少なくとも１種の有機ケイ素化合物：
　　　（ｉ）次の式のシロキシル官能単位：
　　　ＨdＬeＳｉＯ[4-(d+e)]/2　　　（２．１）
　（式中、
　Ｌは、前記触媒の活性に好ましくない作用も有しない１価の炭化水素基であり、
　ｄは、１又は２であり、
　ｅは、０、１又は２であり、そして
　ｄ＋ｅは、１～３の値を有する。）；及び
　　　（ｉｉ）随意選択的な、次の平均式の他のシロキシ官能単位：
　　　　ＬgＳｉＯ[4-g]/2　　　（２．２）
　（式中、
　Ｌは、上記と同一の意味を有し、そして
　ｇは、０～３の値を有する。）、及び
　　　前記コーティング組成物の総重量に基づいて、０．３８～２．０重量％のアルコキ
シチタン、
　　（５）Ｒ3ＳｉＯ0.5（Ｍ官能単位）、Ｒ2ＳｉＯ（Ｄ官能単位）、ＲＳｉＯ1.5（Ｔ官
能単位）、及びＳｉＯ2（Ｑ官能単位）から成る群から選択される少なくとも２種の官能
単位を有する、少なくとも１種のポリオルガノシロキサン樹脂、ここで、少なくとも１種
の官能単位は、Ｔ又はＱ官能単位であり、ここで、Ｒ基は同一又は異なり、そして直鎖又
は分岐鎖のＣ1～Ｃ6アルキル、Ｃ2～Ｃ4アルケニル、フェニル、又は３，３，３－トリフ
ルオロプロピル基であり、前記樹脂は、０．１～２０重量％のアルケニル基重量含有率を
有する、並びに
　　（６）下記から成る群から選択される少なくとも１種の架橋抑制剤；
　　　随意選択的に環状であることができ、少なくとも１つのアルケニル基で置換されて
いるポリオルガノシロキサン、
　　　ピリジン、
　　　有機ホスフィン及びフォスファイト、
　　　不飽和アミド、
　　　アルキルマレエート、及び
　　　アルキルアルコール、
　１０～４５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、織布の片面に第一のコーティ
ングを適用する工程；
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　第一のコーティングを、少なくとも部分的に硬化させる第一硬化段階；
　２０～１０５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、前記少なくとも部分的に硬
化させた第一のコーティング上に第二のコーティングを適用する工程、第二のコーティン
グの露出面を前記布帛の内面とみなし、そして前記布帛の未コーティング面を外面とみな
す、そして
　第一硬化段階の硬化温度が第二硬化段階の温度よりも低温である条件における、第二硬
化段階。
【請求項１３】
　次の各工程を含むバリア布帛の製法：
　下記（１）～（６）を含むコーティング組成物を調製する工程、
　　（１）６０，０００ｃｐｓの粘度及び９０，０００の平均分子量を有する、４０重量
％のＭＤＶｉＱ樹脂と、６０重量％のビニル末端ポリジメチルシロキサンオイルとの混合
物、
　　（２）２５ｃｐｓの粘度と、２，５００の平均分子量と、０．７重量％の水素原子と
を有し、鎖の末端及び規則的な間隔の鎖上にあるケイ素原子に結合した水素原子を含むポ
リハイドロゲンオルガノシロキサンオイル架橋剤、
　　（３）触媒として有効な量の塩化白金酸、
　　（４）下記を含む接着促進剤；
　　　３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）：
　　　３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（ＧＬＹＭＯ）：及び
　　前記コーティング組成物の総重量に基づいて、０．３８～２．０重量％のブチルチタ
ネート：
　　（５）１００，０００ｃｐｓの粘度及び約１１０，０００ｇ／モルの平均分子量を有
するビニル末端ポリジメチルシロキサンオイル、及び
　　（６）１－エチニル－１－シクロヘキサノール；
　１０～４５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、織布の片面に第一のコーティ
ングを適用する工程；
　第一のコーティングを、少なくとも部分的に硬化させる第一硬化段階；
　２０～１０５ｇ／ｍ2の前記コーティング組成物を用いて、前記少なくとも部分的に硬
化させた第一のコーティング上に第二のコーティングを適用する工程、第二のコーティン
グの露出面を前記布帛の内面とみなし、そして前記布帛の未コーティング面を外面とみな
す、そして
　第一硬化段階の硬化温度が第二硬化段階の温度よりも低温である条件における、第二硬
化段階。
【請求項１４】
　前記コーティングされたバリア布帛の前記内面に対して、第二の布帛を上に重ねるさら
なる工程を含む、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００４年６月１６日に出願された米国仮出願シリアルＮＯ．６０／５８０
，１４９に由来する優先権を主張する。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、バリア布帛（ｂａｒｒｉｅｒ　ｆａｂｒｉｃ）の改良に関するものである。
詳細には、本発明は、特に、再利用でき、又は使い捨てしない医療製品における使用向け
のバリア布帛の改良、及びその製法に関する。これらの製品は、ウイルス、及び液体バリ
ア特性の大幅な改良を示すだけでなく、改良された洗浄、及び耐オートクレーブ性を有し
ている。
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【背景技術】
【０００３】
　バリア布帛は、一般的に、液体の浸透に影響されないことを特徴としている。さらに厳
しい技術的要求を有するバリア布帛はまた、医療分野で用いるのに特に適しており、伝染
性微生物、例えば、ウイルス、及びバクテリア、血液、及び外科手術等に関連する他の液
体感染の拡大を制御、又は抑制する。
【０００４】
　バリア布帛の特性は、医療製品、例えば、外科、及び／又は処置範囲で無菌を維持する
ために用いられる外科用無菌布、並びに外科用ガウン等の保護服にとって重要である。こ
れらバリア布帛は、病院、医院、診療所等において、医療従事者、例えば、ドクター、医
療助手、ナース、看護助手者により広く使用されている。特に、汚染された体液と接触す
る可能性のある場所では、医療従事者、及び患者を保護するあらゆる努力がなされている
。医療従事者は、手術、血液採取の際、又は汚染された液体を含む検体の作業中に、医療
用バリア布帛を規定通りに使用し、彼ら自身を保護し、不注意による感染性物質の感染に
より、次の患者への交差汚染又は二次汚染を防いでいる。
【０００５】
　現在、二つのタイプのバリア布帛、シングルユーズ、すなわち、使い捨て可能な材料、
及び再利用可能な材料がある。使い捨て可能な布帛は、概して、軽量合成繊維、又は天然
繊維と混合された合繊繊維から作られる不織布で構成されている。撥液体性（ｌｉｑｕｉ
ｄ　ｒｅｐｅｌｌｅｎｃｙ）に関して、使い捨て可能な不織布の性能は、一般的には満足
できるものである。しかし、これらの布帛は、多くの医学系用途において所望の保護を得
るのに必要だと思われる範囲の特性を、備えていないことが多い。
【０００６】
　一方、再利用可能な医療用バリア布帛は、通常、織布であり、そして、綿、綿及びポリ
エステル混合物、又はポリエステルから構成され、そして伝染性物質又は保菌生物の拡大
を防ぐ、又は減らすために縫い目が多く、物理的バリアを備える。再利用可能な布帛それ
自体は、ドレープ適性（ｄｒａｐｅａｂｉｌｉｔｙ）及び風合い、並びに１回の使用あた
りの低コストに関するポテンシャルに関して、より満足を与える一方で、当該再利用可能
な布帛は、使い捨て可能な材料の経験に基づく市場が要求する撥液体性に欠け、そしてそ
のうち、特に、洗浄、及び蒸気消毒（オートクレーブ）が繰り返された後、それらの一部
の保護特性が失われることが多い。
【０００７】
　保護用バリア布帛を用いて製造された製品物、例えば、外科用ガウンが再利用されうる
回数及び入手価格は、上記製品の１回の使用当たりのコストに対して直接的な関係を有す
る。使い捨て可能な外科用ガウンに関して、例えば、１回の使用あたりのコストは、本質
的に、単にそれらの入手価格、及び処理費用である。使い捨て可能なガウンは、便利さに
おいて確かに利点がある。しかし、再利用可能なガウンは、良好なドレープ適性及び手触
りを有する点において、感触上の利点を有し、そしてそれは、不織布で製作された使い捨
て可能なガウンのドレープ適性及び手触りよりも好ましい。ドレープ適性及び手触りは、
再利用可能な外科用ガウンの構成において用いられる織布の「風合い」の重要な要素であ
る。
【０００８】
　これら全ては、再利用可能な医療／外科用バリア保護服及び製品の１回の使用あたりの
コストを最小限に抑える競合意欲があることに重点を置いている。
　しかし、重要なことには、再利用可能な外科用ガウン、外科用無菌布、及び他の使い捨
て不可の医療／外科用バリア布帛製品には、バリア布帛を組み込む他の製品又は衣服と、
それらを区別するさらなる要求がある。すなわち、各使用の後、例えば、再利用可能な外
科用ガウンを、次の再利用のために、洗浄、乾燥、及び殺菌しなければならない。これら
の手順には、上記ガウンの遮断特性を即座に下げ、そして上記ガウンが再利用されうる回
数を制限しうる、強力な界面活性剤及び高温が含まれる。
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【０００９】
　上記再利用可能な医療／外科用製品向けの典型的な、画一的な洗浄／オートクレーブサ
イクルには、一般的に、上記製品を、９０°～１００°Ｆにおいて、２～５分、水中に浸
漬する初期フラッシュが含まれる。次いで、上記製品を、汚れを落とすために、１２０°
～１５０°Ｆにおいて、３～１０分間、アルカリ浴（１０超のｐＨ）に浸漬させる。次に
、上記製品を、約１６０°Ｆの界面活性剤浴の中に、約６～１０分間入れる。次に、約１
５０°Ｆにおいて，約６分間、漂白浴に入れる。続いて、１６０°Ｆから室温まで、次第
に下げることができる温度で、一回又は２回以上のすすぎを行う。最後に、ｐＨが４～７
の範囲で調整され、そして柔軟剤がまた用いられうる酸性サワー浴がある。次いで、一回
又は２回以上ののすすぎがある。
【００１０】
　上記製品は、これら全ての浴とまではいかないが、いくつかの中で、機械的に攪拌され
る。また、次の各浴に続いて、次の工程に持ち越される液体を最小化するための、脱水（
スピン）サイクルが存在する。
　次いで、上記製品を、１６０°Ｆの平均温度において、回転乾燥機内で乾燥する。上記
製品に対する典型的な乾燥時間は、２０～４０分程度である。製品を４００°Ｆを超える
温度にさらしうる上記乾燥機の中では、熱染みができうることに留意すべきである。
【００１１】
　乾燥の後、上記製品を、オートクレーブ内に置き、そして、少なくとも４分、そして好
ましくは約１５分の間、約２６０°Ｆの温度において加圧蒸気により殺菌する。
　これら厳しい条件は、通常の衣類に導入されているバリア布帛の洗浄、又はドライクリ
ーニングに存在する条件よりも、けた違いに大きい。実は、通常の衣類に用いることを目
的するバリア布帛（悪天候用衣服（ｆｏｕｌ　ｗｅａｔｈｅｒ　ｇｅａｒ））の多くは、
１回又は比較的少ない画一的な洗浄／オートクレーブサイクルの後には、使用することが
できなくなる。
【００１２】
　高分子膜は、従来、限られた用途の医療製品、例えば、使い捨て可能な布帛で構成され
る外科用無菌布、及びガウンに関してバリア特性を付与するために、織布とのラミネート
として使用されており、そしてその技術は、これらラミネート品、及びそれらの医療用途
に関して、充実したものである（米国特許第４，３７９，１９２号明細書、及び同第６，
２３８，７６７号明細書等）。微孔フィルム、及び上記膜を作る方法は、例えば、米国特
許第３，８４４，８６５号明細書により教示され、そして上記多孔性膜、及び不織布材料
等を用いるラミネート品は、例えば、米国特許第５，５６０，９７４号明細書；同第５，
１６９，７１２号明細書；同第６，６１０，１６３号明細書及び同第５，６９５，８６８
号明細書に教示されている。
【００１３】
　概して、使い捨て可能な複合材料の中で利用されている上記布帛は、不織布材料であり
、そして上記フィルムは、低基本重量（ｂａｓｉｓ　ｗｅｉｇｈｔ）のポリエチレン、ポ
リプロピレン混合物、例えば、ポリオレフィン、及びコポリマー、（エチレン及びプロピ
レンコポリマー）である。画一的な繰り返しの洗浄及び殺菌サイクルをこれら複合材料に
試みると、これらの積層膜は直ちに離層し、そしてそれらの必要な保護用バリア特性の多
くを保持することができなくなる。複数の洗浄／殺菌サイクルの際及び／又はその後に、
保護用バリア布帛の、上記所望でない離層を防ぐ手順は、多くの形態を要する。第一に、
ポリマーコーティング、含浸、若しくは飽和（ｓａｔｕｒａｔｉｎｇ）技法を用いること
、並びに／又は織布、ポリマー及び／若しくはポリマー処理織布の複層とともに、これら
の用いる技法を用いることである。最高の機能性は、フルオロケミカル、及びケイ素型ポ
リマーの使用を経由した技術によるこれら技法を用いて、得られる。
【００１４】
　早くから、上記布帛の感触の良い仕上がり又は風合いを低下させ、そして上記コーティ
ングされた布帛面に多くの布帛では目立たないゴム引き仕上げ（ｒｕｂｂｅｒｉｚｅｄ　
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ｆｉｎｉｓｈ）を付与する傾向があるシリコーン織布コーティングが、特に衣類に用いら
れている。上記技術はまた、高いレベルの液体抵抗性を得るための試みにおいて、ポリオ
ルガノシロキサンのコーティング化用途に取り組んでいる。当業者は、多孔質のテキスタ
イルウェブをシリコーンでコーティングしているが、早くから、これらのシリコーンポリ
マーが布帛の表面に留まる傾向があった。すなわち、上記ポリマーは、それぞれ内部の繊
維及び／又はヤーン束上に、フィルムを付与しなかった。結果として、上記コーティング
は、はがれ（ａｂｒａｉｄ）、そして／又は即座に洗い流される傾向があった。
【００１５】
　上記布帛の隙間に、より深く浸透するポリマーを得るために、飽和、又は含浸技法が、
当業者により用いられている。これらの技法は、概して、低粘度の液状シリコーン樹脂を
用いて、布帛を含浸させて達成されている。この様式では、上記低粘度ポリマー溶液を、
容易にウェブの隙間に流し、そして吸着又は内部吸着させることができる。液状又はペー
スト状組成物の布帛への浸積適用を、例えば、いわゆるパッド法により達成することがで
き、そこでは、布帛材料を最初に浴に通し、次に、シングルディップ又はシングルディッ
プバッディングと呼ばれることがある工程内で圧搾ローラーに通す。あるいは、上記布帛
を、圧搾ローラーの間を通すことができ、上記ローラーの下のローラーが、液状又はペー
スト状の組成物を、ダブルディップ又はダブルディップバッディングと呼ばれることがあ
る工程に運ぶ。しかし、この工程（米国特許第２，６７３，８２３号明細書で教示される
）は、大量にシリコーンを含浸させたゴム引き材料を生成する傾向がある。すなわち、上
記布帛の隙間を、完全に満たすか、又は染み込ませることが多い。上記処理されたウェブ
は、実質的に、もとの感触及び視覚特性を欠いており、その代わりに、硬化シリコーンポ
リマー特有のゴム特性を有する。
【００１６】
　組成物をウェブの隙間に入れるウェブの前処理は、米国特許第３，５９４，２１３号明
細書に教示されるように、上記組成物の流れを助けるために、水又は揮発性有機ベース溶
媒等の溶媒を含む低粘度組成物を用いることに依存している。しかし、上記溶媒系システ
ムは、ランダム及び一貫性のない様式で、上記布帛上にポリマーを堆積させる傾向があり
、ポリマー特有のスポットを作り、そのようにして得られた製品の全体的な接着強度を制
限してしまう。そして当然ながら、上記溶媒処理は、溶媒の除去及び処理に関して、環境
及び経済上の意義性を有することが多い。非硬化性溶媒及び熱の使用が開示され、多孔質
の布帛染み込みに関してポリマー組成物の粘性を減少させている（米国特許第４，５８８
，６１４号明細書に教示されている）。
【００１７】
　複数の画一的な洗浄／オートクレーブの後、高い液体不浸透性を有する布帛をうまく得
て、そして現在、商業的に許容できる選択技術の一つである別の方法は、米国特許第５，
２３６，５３２号明細書及び同第５，１８３，７０２号明細書に説明されており、そこで
は、粘性状態の高い未硬化のシリコーンの薄膜を、一組のロールの間で機械的にきつく圧
縮して固い織布を作り、接触表面上に「ナッブ（ｎａｂ）」と共に形成し、そして親水仕
上げで事前処理する。続いて、上記複合材料を、硬化させる。
【００１８】
　引例の多くには、バリア布帛の所望の特性を最大化するための試みの中で、層化技法の
使用が開示されている。そのような技法には、積層処理布帛、未処理布帛、及び／又は粘
着剤タイコートを有する多孔質膜が含まれる。しかし、これら技法は、固体膜、積層布帛
製品に関する上述の同じ制限、例えば、磨耗又は洗浄／殺菌サイクルの際の層間剥離を呈
し、そしてさらに粘着剤の使用に対して生じる環境課題に悩まされることになる。その上
、更なる困難性は、処理された生地、粘着剤、膜等のような種々の層間の機械的性能の差
の調和を、確保する事に直面することである。例えば、上述３つの材料のいずれかの収縮
が、他の材料のどちらの初期降伏応力に達すると、これらは変形してしまうであろう。そ
して、それが最大抗張力に達すると、これらは、複層化複合材料の層間剥離に至るであろ
う。
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【００１９】
　米国特許第４，８７２，２２０号明細書；同第５，０２４，５９４号明細書；同第５，
１８０，５８５号明細書；同第５，３３５，３７２号明細書；同第５，３９１，４２３号
明細書；同第５，５３２，０５３号明細書及び同第６，２３８，７６７号明細書には、上
記布帛複合材料への浸透から血液、微生物、及びウイルスを防御するために、布帛及び／
又はポリマー層を利用する製品が記載されている。さらに、米国特許第４，９９１，２３
２号明細書には、上記衣服への浸透から血液を防ぐために、複数のプリエ（ｐｌｉｅｓ）
を含む医療衣服が記載されている。同様に、米国特許第５，０２７，４３８号明細書は、
二つの微孔性ウレタンコーティング化布帛の間に、静菌性含浸布帛がはさまれているバリ
ア複合材料を創作した。有害なこの布帛及び／又はポリマーの層化は、伝統的に重い衣服
を生じさせ、そして追加の材料を利用する。
【００２０】
　低粘度の流体ポリマーを実現するため、そして布帛の隙間に浸透させるために当該低粘
度の流体ポリマーを用いるために当業者に用いられる他の技法は、上記ポリマーを高せん
断下に置きながら布帛の生地に適用されるチキソトロピック及び擬塑性ポリマーを使用す
ることを経ることである。この工程、及びそれから製造された生成物は、現在では、商業
的な医療用バリア布帛領域の中で、選択技術の一つである。米国特許第６，０７１，６０
２号明細書は、ウェブの効果的な空孔率及び接着付着を制御するため、ひいては、病気を
引き起こす微生物による浸透に対する抵抗材料であるといわれているウェブを実現するた
めの技法を開示している。米国特許第６，３４２，２８０号明細書、及び同第６，４１６
，６１３号明細書はまた、チキソトロピック方法論を用い、せん断低粘度化（ｓｈｅａｒ
　ｔｈｉｎｎｉｎｇ）の未硬化の、本質的に溶媒を含まない擬塑性ポリマーである複層化
複合材料を製造し、
　多孔質の生地にこの液体を適用し、それによって一部の隙間の空間を開放しながら、上
記布帛の大部分を封入し、
　ポリマー層を、未硬化の、封入された生地の表面に適用し、
　上記層を、上記未硬化の封入された生地に圧縮し、そして
　上記完了した複合材料を硬化させる。
　この方法の中でうまく用いることができるポリマーには、シリコーン、ポリウレタン、
フルオロシリコーン、アクリル樹脂、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ネオプ
レン、及びそれらの混合物が含まれるといわれている。
【００２１】
　保護用バリア布帛分野で重要な技術は、膨張させた微孔性のポリテトラフルオロエチレ
ン（ｅＰＴＦＥ）フィルムを利用する技術である。これらのｅＰＴＦＥフィルムに関する
開示は、通常、３層の複合材料の一部としてそれらを表現する。例えば、米国特許第４，
４３３，０２６号明細書は、バリア布帛を教示し、そこでは、上記ｅＰＴＦＥフィルムが
、ポリエステル織布、及びポリエステル編物間に挟まれており、米国特許第５，１５５，
８６７号明細書は、バリア布帛下着を開示し、そこでは、上記ｅＰＴＦＥフィルムが、親
水性ポリウレタン膜－伸縮性編物複合材料の上に、層をなしており、そして米国特許第５
，９４８，７０７号明細書は、滑り止め包帯の裏地（ｌｉｎｅｒ）を開示し、そこでは、
上記ｅＰＴＦＥフィルムが、上記フィルムと、上記フィルムの他の面に接着したやわらか
い布帛との片面に、エラストマー、例えば、シリコーン、ポリウレタン等の不連続コーテ
ィングを有している。
【００２２】
　膨張された微孔性ＰＴＦＥの保護用布帛複合材料は、良好な撥水性と、複数回の洗浄／
オートクレーブサイクルの後でさえも他のバリア特性とを保持すると報告される一方で、
それらは、製造するには高価な製品である傾向がある。
【００２３】
　溶媒又は高価な装置、例えば、高せん断発生装置、又は高圧ローラーを用いることなく
、布帛生地上の薄膜に良好にコーティングすることができる比較的低コストの材料に関す
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る探索において、当業者（特に、エアーバッグの製造に関する当業者）は、薄膜のエラス
トマーを製造するための、いわゆる低温硬化シリコーン組成物の望ましさ（特に、ヒドロ
シレーション（ｈｙｄｒｏｓｉｌａｔｉｏｎ）、又は重付加により架橋させる２成分型の
望ましさ）を、最近になって理解し始めている。一般に、上記２成分を、低粘度組成物を
形成させるためにともに混合し、任意の一般的な工程（ドクターブレード、又はナイフオ
ーバーロール、ナイフオーバーエアー、転写若しくはキスコーティング、又はスクリーン
印刷工程等）を用いて布帛上にコーティングし、そして一つのポリオルガノシロキサンの
不飽和基（アルケニル、例えば、ビニルシリコーン基）を、同じ又は別のポリオルガノシ
ロキサンの水素に重付加させて進行させる熱硬化を行う。これは高度に望ましい方法であ
る。なぜなら、これら薄膜シリコーンコーティングは、即座に適用され、そして比較的低
温で熱硬化されるとすぐに硬化し、これらシリコーン本来の特徴である、水撥水性を持っ
たコーティングを形成することができる。さらに、これらコーティングは、優れた老化挙
動を有する。というのは、それらは、熱及び機械的性質等の特性を、充分に時間が経過し
ても保持するからである。
【００２４】
　これら２成分の代表的な低温硬化シロキサン系は、欧州特許出願公開第０，５５３，８
４０号明細書に開示されている下記：
　（Ａ）１分子当たり少なくとも２つのアルケニル基を有するポリジオルガノシロキサン
、
　（Ｂ）各分子中に、ケイ素と結合している水素原子を、少なくとも２つ有するポリオル
ガノハイドロゲノシロキサン、
　（Ｃ）金属触媒（当該金属は白金族に属している）、
　（Ｄ）エポキシ官能有機ケイ素化合物から成る接着促進剤、
　（Ｅ）無機充填剤、例えば、補強充填剤、例えば、ヒュームド酸化チタン、微粒子シリ
カ、例えば、ヒュームドシリカ、沈降シリカ、焼成シリカ、及び本質的には補強しない充
填剤（ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｎｏｎ－ｒｅｉｎｆｏｒｃｉｎｇ　ｆｉｌｌｅｒ）、例
えば、石英粉末、珪藻土、酸化鉄、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、又は炭酸マグネ
シウム、例えば、有機シランで処理されたシリカ、有機シラザン、又はジオルガノシクロ
ポリシロキサンが導入される、
　（Ｆ）ポリオルガノシロキサン樹脂、及び
　（Ｇ）架橋抑制剤として使われる随意選択的な化合物、
を含む組成物である。
　米国特許第５，２９６，２９８号明細書では、上記成分（Ａ）～（Ｅ）は、再度見出さ
れるが、上記接着促進剤（Ｄ）は、エポキシ官能有機ケイ素化合物の、一分子につき（メ
タ）アクリル、又は（メタ）アクリロキシ基を含むアルコキシル化シラン、及び随意選択
的なアルミニウムキレートとの組み合わせからなり、一方、上記無機充填剤（Ｅ）は、本
発明を具体的に説明する全ての例において用いられているが、随意選択的なものであると
して与えられる。充填剤の例として、本明細書では、ヒュームドシリカ、沈降シリカ、石
英粉末、珪藻土、及びガラスビーズに言及する。
【００２５】
　上述の組成物により、エアーバック最終用途に問題なく適用されるべき合成繊維ナイロ
ン布帛に、十分良好に付着しないコーティングが製造されたことが、報告されている。
【００２６】
　欧州特許出願公開第０，６８１，０１４号明細書では、十分に改良された布帛付着特性
を有するコーティングを生ずる上述のシロキサン組成物と同様の２成分の低温硬化シロキ
サン組成物が開示されている。
　記載されるシリコーンコーティング組成物は、下記によって形成される混合物から成る
。
　（Ｉ）一分子当たり、上記ケイ素に結合した少なくとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を
有する、少なくとも一種のポリオルガノシロキサン、
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　（ＩＩ）一分子当たり、上記ケイ素に結合した少なくとも２つの水素原子を有する少な
くとも一種のポリオルガノシロキサン、
　（ＩＩＩ）白金族に属する少なくとも一つ金属で構成される、触媒として効果的な量の
少なくとも一種の触媒、
　（ＩＶ）接着促進剤、
　（Ｖ）随意選択的な無機充填剤、
　（ＶＩ）随意選択的な少なくとも一種の架橋抑制剤、及び
　（ＶＩＩ）随意選択的な少なくとも一種のポリオルガノシロキサン樹脂。
　上記接着促進剤は、次の成分の少なくとも３種の組み合わせからもっぱら成る。
　（ＩＶ．１）一分子あたり、少なくとも一つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を含む、少なくと
も一つのアルコキシル化有機シラン、
　（ＩＶ．２）少なくとも一つのエポキシ基を含む、少なくとも一つの有機ケイ素化合物
、及び
　（ＩＶ．３）少なくとも一種の金属Ｍキレート、及び／又は次の一般式の一つの金属ア
ルコキシド：Ｍ（ＯＪ）n（式中、ｎは、Ｍの原子価であり、そしてＪは、直鎖又は分岐
鎖のＣ1～Ｃ8アルキルであり、Ｍは、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｇｅ、Ｌｉ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ａｌ、及び
Ｍｇから成る群から選択される。）。
【００２７】
　焼成シリカ等の補強充填剤は、この教示の全ての例に表現される。
　エアーバック布帛産業において、経済的競争力の理由により、非常に薄いシリコーン層
を適用できることが非常に望ましい。すなわち、布帛上のコーティング含浸重量は、３０
ｇ／ｍ2未満であるべきである。
【００２８】
　そのため、米国特許第６，５８６，５５１号明細書では、上記組成物から全ての補強充
填剤を排除することにより、’０１４組成物が改良された。この様式では、低含浸重量の
コーティング化布帛（特に、エアーバッグ産業向けのポリアミド布帛）を、上記満たされ
た組成物と共に実現されている特性（耐火性及び耐熱性、耐折りじわ性及び耐磨耗性、並
びに熱絶縁性）に悪影響を与えることなく容易に得ることができることが報告されており
、それらの全ては、上記充填剤を取り除くことにより実際に改良されている。
【００２９】
　正反対のアプローチを用いて、米国特許第６，５６２，７３７号明細書は、許容可能な
最終用途（エアーバッグ）の特性、例えば、耐熱特性を保持しながら、コーティングされ
た生地の重量を増加させることなく生地上のコーティング厚を増加させるために、上記コ
ーティング組成物に、ポリマー壁を有する膨張可能な有機ミクロスフェアを添加した。上
記スフェアには、液体又は気体が含まれる。上記スフェアは、好ましくは、それらの膨張
前にコーティング組成物の中に導入され、次いでエラストマーコーティングの架橋中の適
度な加熱によって、誘導されるかもしれない。
【００３０】
　所望の撥液体性及び撥微生物性を有する、薄くコーティングされたバリア布帛を調製す
るための努力が、一般的に許容されている一方、経済上のコストの実行値は、依然として
とらえどころのない目標である。なぜなら、厳しい使用（例えば、激しい磨耗、非常に多
い回数の折り曲げ及び／又は複数回の厳しい画一的な洗浄／殺菌サイクル）の下、接着及
び／又はポリマー付着の不具合は、ランダムな層間剥離と、ピンホールと、バリア布帛の
保護特性の破壊とを生じさせ、可能なバリア布帛の耐用年数をかなり短縮してしまうから
である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　従って、本発明は、優れた初期の撥ウイルス性及び撥液体性を有し、かつ少なくとも７
５回の画一的な洗浄／オートクレーブサイクル後にそれらの特性を維持することができる



(13) JP 4938655 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

、保護用バリア布帛複合材料（特に、医療用バリア布帛市場向けに好適なポリエステルを
含む保護用バリア布帛複合材料）を実現することと、上記保護用バリア布帛複合材料の製
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　本発明は、バリア布帛、特に、再利用可能な医療用バリア布帛（外科的衣服及び無菌布
等）向けに適しているバリア布帛を調製する方法を提供する。本方法は、織布（好ましく
はポリエステル含有布帛）上に、無溶媒、無充填、低温硬化、低粘度のシロキサン組成物
の２種のコーティングを適用することを含む。そして内側の第２のコーティングは、随意
選択的に、布帛、好ましくは、やわらかい天然繊維布帛によって覆われている。
【００３３】
　この方法によって製造された上記布帛は、多数の洗浄／オートクレーブ殺菌サイクルの
後でも長期間の顕著な不浸透性、特に優れたウイルス性及び撥液体性に耐えることが理解
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明は、選択された低温硬化組成物と、この組成物のコーティングを織布、好ましく
は、ポリエステル含有織布の片面に適用するための２パス法とに関する。この様式では、
優れた再利用可能なバリア布帛、又はバリア布帛製品が要求される厳しい技術基準を満た
すことができるものを生産することができる。特に、一つは、医療ウイルス／液体バリア
用途のために要求された、厳しい技術基準を満たすことができる。
【００３５】
　通常は、（ｉ）外科用ガウン又は無菌布等の製品のあらかじめ作成された織布製品に、
あるいは（ｉｉ）上記素材より前の繊維材料に、上記コーティングされたバリア布帛を縫
い合わせることにより、コーティングされた上記織布の「内」面に、やわらかい布帛を重
ねることが好ましい。
【００３６】
　本発明の、無充填の、無溶媒の、低温硬化しているシロキサン組成物は：
　（１）一分子当たり、上記ケイ素に結合した少なくとも２つのＣ2～Ｃ6アルケニル基を
有する、少なくとも一種のポリオルガノシロキサン、
　（２）一分子当たり、上記ケイ素に結合した少なくとも２つの水素原子を有する、少な
くとも一種のポリオルガノシロキサン、
　（３）白金族に属する少なくとも一種の金属で構成される、触媒として効果的な量の少
なくとも一種の触媒、
　（４）下記から本質的に成る接着促進剤：
　　（４．１）３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）、
　　（４．２）少なくとも一つのエポキシ基を含む、少なくとも一つの有機ケイ素化合物
、及び
　　（４．３）少なくとも一種の金属Ｍキレート、及び／又は次の一般式の一つの金属ア
ルコキシド：Ｍ（ＯＪ）n（式中、ｎは、Ｍの原子価であり、そしてＪは、直鎖又は分岐
鎖のＣ1～Ｃ8アルキルであり、Ｍは、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｇｅ、Ｌｉ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ａｌ、及び
Ｍｇから成る群から選択される。）、
の少なくとも３成分化合物を含む接着促進剤、
　（５）少なくとも一種のポリオルガノシロキサン樹脂、並びに
　（６）少なくとも一種の架橋抑制剤、
から本質的に成る。
【００３７】
　上記接着促進剤（４）に関して、３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラ
ン（ＭＥＭＯ）（４．１）は、上記組成物の総量に基づいて、０．５重量％～５重量％で
存在している。
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【００３８】
　上記接着促進剤の有機ケイ素化合物（４．２）に関して、本発明に従って次の選択が提
供される。：
　下記一般式を満足する物質（４．２ａ）：
【化１】

　（式中、
　　Ｒ6は、直鎖又は分岐鎖のＣ1～Ｃ4アルキル基であり、
　　Ｒ7は、直鎖又は分岐鎖のアルキル基であり、
　　ｙは、０，１，２又は３に等しく、好ましくは、０又は１に等しく、そしてさらに好
ましくは、０に等しく、そして

【化２】

　（式中、
　　Ｅ及びＤは、同一又は異なる基であり、そして直鎖又は分岐鎖のＣ1～Ｃ4アルキルか
ら選択され、
　　ｚは、０又は１に等しく、
　　Ｒ8、Ｒ9及びＲ10は、同一又は異なる基であり、そして水素又は、直鎖若しくは分岐
鎖のＣ1～Ｃ4アルキルを表し；詳細には、水素であることが好ましく、
　　あるいは、Ｒ8及びＲ9又はＲ10は、上記エポキシを含む２つの炭素原子と一緒になっ
て、５員～７員のアルキル環を構成することができる。）
である）。
　下記を含むエポキシ官能ポリジオルガノシロキサンから成る物質（４．２ｂ）：
　次の式の少なくとも一つのシロキシ官能単位：
　　　　　ＸpＧqＳｉＯ[4-(p+q)]/2　（４．２ｂ１）
　（式中、
　　Ｘは、上記式（４．２ａ）で定義された通りの基であり、
　　Ｇは、上記触媒の活性に好ましくない任意の作用を起こさない一価の炭化水素基であ
り、そして好ましくは、随意選択的に少なくとも一つのハロゲン原子により置換された、
１～８の炭素原子を有するアルコキシ基から選択され、有利には、メチル、エチル、プロ
ピル、及び３，３，３－トリフルオロプロピル基、又はアリール基、（有利にはキシリル
、トリル、及びフェニル基から選択される）から選択され、
　　ｐは、１又は２であり、そして
　　ｑは、０，１又は２であり、
　　ここで、ｐ＋ｑは１、２又は３である）、及び
　次の式の随意選択的な少なくとも一つのシロキシ官能単位：
　　　　　ＧrＳｉＯ[4-r]/2　（４．２ｂ２）
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　（式中、Ｇは、上記と同じ意味を有し、そしてｒは、０～３、好ましくは、１～３の値
を有する。）。
　化合物（４．２）は、好ましくはエポキシアルコキシモノシラン（４．２ａ）である。
　上記化合物（４．２）は、上記組成物の総量に基づいて、０．５～５．０重量％で存在
する。
　上記化合物（４．２ａ）の例として：
　　３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（ＧＬＹＭＯ）、及び
　　３，４－エポキシシクロヘキシルエチルトリンエトキシシランを言及することができ
る。
【００３９】
　本発明に従う、シリコーン組成物の接着促進剤（４）の本質的な最終化合物（４．３）
に関して、好ましい物質は、金属Ｍが、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｇｅ、Ｌｉ、及びＭｎから成る群か
ら選択される物質である。チタンが特に好ましいことを強調すべきである。金属Ｍを、例
えば、ブトキシ型のアルコキシ基と結合させることができる。
【００４０】
　上記接着促進剤（４）の化合物（４．３）は、上記組成物の総量に基づいて、０．３８
～２．０重量％、好ましくは、０．４０～１．０重量％、そして最も好ましくは、０．４
５～０．６０重量％存在している。
【００４１】
　本発明によると、上記接着促進剤（４）を形成させるために好ましい組み合わせの一つ
は、下記：
　　３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートシラン（ＭＥＭＯ）、
　　３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（ＧＬＹＭＯ）、及び
　　ブチルチタネート、
である。
【００４２】
　定量的には、３つの化合物に関して重量比で表される上記（４．１）、（４．２）及び
（４．３）の化合物の重量比は、次の通りであることを明記することができる：
　　（４．１）１０以上、好ましくは１５～７０、そしてさらに好ましくは２５～６５、
　　（４．２）９０以下であり、好ましくは７０～１５、そしてさらに好ましくは６５～
２５、及び
　　（４．３）１以上、好ましくは５～３０、そしてさらに好ましくは８～２５、
　　（４．１）、（４．２）及び（４．３）のこれら合計比率は、１００％に等しいこと
が理解される。
【００４３】
　一方では、それらは、上記シリコーンコーティングの付着性能と構造性能の間に相関が
あり、そして他方では、（４．１）：（４．２）の重量比があることを示すことができる
。従って、この比率は、好ましくは２：１～０．５：１であり、１：１が特に望ましい。
　上記接着促進剤は、組成物の総量に対して、１．１～１２、好ましくは、１．５～５、
そしてさらに好ましくは２～３重量％の量で存在することが好ましい。
【００４４】
　本発明に従う、上記組成物は、構造中に少なくとも一つのアルケニル残基を含むポリオ
ルガノシロキサン樹脂（５）を少なくとも一つ必ず含み、そしてこの樹脂は、０．１～２
０重量％、そして好ましくは０．２～１０重量％の重量含有率の一又は複数のアルケニル
基を有している。
【００４５】
　これら樹脂は、周知の市販の分岐鎖有機ポリシロキサンポリマー又はオリゴマーである
。それらは、溶液状、好ましくは、シロキサン溶液である。それらは、その構造中に、少
なくとも二つの異なる官能単位（Ｒ3ＳｉＯ0.5（Ｍ官能単位）、Ｒ2ＳｉＯ（Ｄ官能単位
）、ＲＳｉＯ1.5（Ｔ官能単位）、及びＳｉＯ2（Ｑ官能単位）の式の官能単位より選択さ
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れ、これらの官能単位の少なくとも一つは、Ｔ又はＱ官能単位である）を有する。
　上記基Ｒは、同一又は異なり、そして直鎖又は分岐鎖Ｃ1～Ｃ6アルキル基、及びＣ2～
Ｃ4アルケニル、フェニル、並びに３，３，３－トリフルオロプロピル基から選択される
。例えば、アルキル基として、Ｒは、メチル、エチル、イソプロピル、ｔｅｒｔ－ブチル
、及びｎ－ヘキシルラジカル基であることができ、そしてアルケニル基として、Ｒは、ビ
ニル基であることができる。
【００４６】
　前述のタイプの樹脂（５）において、基Ｒのいくつかは、アルケニル基であることを理
解すべきである。
　分岐鎖有機ポリシロキサンポリマー又はオリゴマーの例は、ＭＱ樹脂、ＭＤＱ樹脂、Ｔ
Ｄ樹脂及びＭＤＴ樹脂であり、場合によっては、アルケニル官能基は、Ｍ，Ｄ、及びＴ官
能単位に伴う。特に好適な樹脂の例として、０．２～１０重量％のビニル基含有率を有す
る、ビニルＭＤＱ樹脂の製造について言及することができる。
【００４７】
　この化合物（５）は、上記シリコーンエラストマーコーティングの機械的強度を上げ、
そしてその付着を良くする機能を有する。この構造用樹脂は、上記組成物の全成分に対し
て、１０～７０重量％、好ましくは３０～６０重量％、そしてさらに好ましくは、４０～
５０重量％の濃度で存在する。
【００４８】
　上記ポリオルガノシロキサン樹脂（５）は、少なくとも２重量％、好ましくは４～１４
重量％、そして最も好ましくは５～１２重量％のＳｉＯ2官能単位（Ｑ官能単位）を含む
ことが好ましい。
　このポリジオルガノシロキサン樹脂（５）は、１０００ｍＰａ・ｓ以上、そして好まし
くは５０００～２００，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有すべきである。
【００４９】
　望ましい順に、この粘度は、１０，０００～２００，０００ｍＰａ・ｓ、特に３０，０
００～１７０，０００、そして最も好ましくは、５０，０００～１４０，０００であるべ
きである。異なる粘度のいくつかのオイル（１）の混合物の場合には、混合物全体の粘度
を評価する。
【００５０】
　ポリオルガノシロキサンオイル（１）は、重量に関して（ｗｅｉｇｈｔ－ｗｉｓｅ）、
本発明に従う組成物の主要成分である。これは、下記を含む物質であることが有利である
。
　（ｉ）次の式のシロキシ官能単位：
　　　ＴaＺbＳｉＯ[4-(a+b)]/2　（１．１）
　（式中、
　　Ｔは、アルケニル基、好ましくはビニル又はアリルであり、
　　Ｚは、上記触媒の活性に好ましくない任意の作用を起こさない一価の炭化水素基、そ
して好ましくは、１～８個の炭素原子を有するアルキル基（随意選択的に、少なくとも一
つのハロゲン原子、さらに好ましくは、メチル、エチル、プロピル、及び３，３，３－ト
リフルオロプロピル基により置換される）、並びに、好ましくはアリール基（さらに好ま
しくは、キシリル、トリル、及びフェニル基）から選択され、
　　ａは、１又は２であり、
　　ｂは、０，１、又は２であり、そして
　　ａ＋ｂは、１～３、好ましくは、２～３である）、及び
　（ｉｉ）随意選択的な、次の式の他のシロキシ官能単位：
　　　ＺcＳｉＯ[4-c]/2　（１．２）
　（式中、
　　Ｚは、上記と同じ意味を有し、
　　ｃは、０～３、好ましくは、２～３の値を有する。）。
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　このオイル（１）は、上記組成物の全成分に対して、１０～７０重量％、好ましくは、
３０～６０重量％、そしてさらに好ましくは、４０～６０重量％の濃度で存在する。
【００５１】
　このポリジオルガノシロキサンオイルは、１０００ｍＰａ・ｓ以上、そして好ましくは
、５０００～２００，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有するべきである。
　望ましい順に、この粘度は、１０，０００～２００，０００ｍＰａ・ｓ、特に３０，０
００～１５０，０００、そして最も好ましくは、４０，０００～１１０，０００であるべ
きである。異なる粘度のいくつかのオイル（１）の混合物の場合には、混合物全体の粘度
を評価する。
【００５２】
　本明細書中に含まれる上記粘度全ては、それ自体知られている様式、２５℃で測定され
る動的粘度量に相当する。
　上記ポリオルガノシロキサンオイル（１）を、式（１．１）の官能単位からのみ形成さ
せることができ、あるいはさらに、式（１．２）の官能単位を含ませることができる。同
様に、それは、直鎖、分岐鎖、環状、又は網目構造を有することができる。
【００５３】
　Ｚは、メチル、エチル、及びフェニル基から選択されるのが一般的であり、基Ｚの少な
くとも６０モル％（又は６０数量％）はメチル基である。
　式（１．１）のシロキシル官能単位の例は、ビニルジメチルシロキシル官能単位、ビニ
ルフェニルメチルシロキシル官能単位、ビニルメチルシロキシル官能単位、及びビニルシ
ロキシル官能単位である。
【００５４】
　式（１．２）のシロキシル官能単位の例は、ＳｉＯ4/2、ジメチルシロキシル、メチル
フェニルシロキシル、ジフェニルシロキシル、メチルシロキシル、及びフェニルシロキシ
ル官能単位である。
　ポリオルガノシロキサンオイル（１）の例は、直鎖及び環状の化合物、例えば、ジメチ
ルビニルシリル末端ジメチルポリシロキサン、トリメチルシリル末端（メチルビニル）（
ジメチル）－ポリシロキサンコポリマー、ジメチルビニルシリル末端（メチルビニル）（
ジメチル）ポリシロキサンコポリマー、及び環状メチルビニルポリシロキサンである。
【００５５】
　上記ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）は、上記シリコーンと結合した
少なくとも二つの水素原子を有し、そして好ましくは下記を含む：
　（ｉ）次の式のシロキシ官能単位：
　　　ＨdＬeＳｉＯ[4-(d+e)]/2　（２．１）
　（式中、
　　Ｌは、上記触媒の活性に好ましくない任意の作用を起こさない一価の炭化水素基、そ
して好ましくは、ａ）１～８個の炭素原子を有するアルキル基（随意選択的に、少なくと
も一つのハロゲン原子、さらに好ましくは、メチル、エチル、プロピル、及び３，３，３
－トリフルオロプロピル基により置換される）、並びに、ｂ）アリール基（さらに好まし
くは、キシリル、トリル、及びフェニル基）から選択され、
　　ｄは、１又は２であり、
　　ｅは、０、１又は２であり、そして
　　ｄ＋ｅは、１～３、好ましくは、２～３である）；及び
　（ｉｉ）随意選択的な、次の平均式（ａｖｅｒａｇｅ　ｆｏｒｍｕｌａ）の他のシロキ
シ官能単位：
　　　ＬgＳｉＯ[4-g]/2　（２．２）
　（式中、
　　Ｌは、上記と同じ意味を有し、そして
　　ｇは、０～３、好ましくは２～３の値を有する。）。
【００５６】
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　このポリオルガノシロキサン（２）の動的粘度は、５ｍＰａ・ｓ以上であり、そして好
ましくは、１０～１００ｍＰａ・ｓである。
　このポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）は、上記組成物の全成分に対し
て、２～１０重量％、好ましくは、３～８重量％、そしてより好ましくは、４～６重量％
の濃度で存在する。
【００５７】
　上記ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）を、式（２．１）の官能単位か
らのみ形成させることができ、あるいは、さらに、式（２．２）の官能単位を含むことが
できる。
　上記ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）は、直鎖、分岐鎖、環状又は網
目構造を有することができる。
【００５８】
　式（２．１）の官能単位の例は：
　Ｈ（ＣＨ3）2ＳｉＯ1/2、ＨＣＨ3ＳｉＯ2/2、Ｈ（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ2/2である。
　式（２．２）の官能単位の例は、式（１．２）の官能単位に関して、上記に記載される
ものと同一である。
【００５９】
　ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）の例は、下記等の直鎖及び環状化合
物である：
　　ハイドロゲンジメチルシリル末端ジメチルポリシロキサン、
　　トリメチルシリル末端の（ジメチル）（ハイドロゲンメチル）ポリシロキサン官能単
位を含むコポリマー、
　　ハイドロゲンジメチルシリル末端（ジメチル）（ハイドロゲンメチル）ポリシロキサ
ン官能単位を含むコポリマー、
　　トリメチルシリル末端ハイドロゲンメチル－ポリシロキサン、及び
　　環状ハイドロゲンメチルポリシロキサン。
【００６０】
　上記ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）中のケイ素に結合した水素原子
数の、上記ポリオルガノシロキサンオイル（１）及び上記樹脂（５）中のアルケニル不飽
和を有する基の総数に対する比は、０．４～１０、好ましくは０．６～５である。
　上記重付加シリコーン組成ベースは、直鎖ポリオルガノシロキサン（１）及び（２）例
えば、米国特許公開第３，２２０，９７２号明細書、同第３，６９７，４７３号明細書、
及び同第４，３４０，７０９号明細書に記載されているものを含むことができるか、ある
いは分岐鎖又は網目状ポリオルガノシロキサン（１）及び（２）の両方、例えば、米国特
許公開第３，２８４，４０６号明細書、及び同第３，４３４，３６６号明細書に記載され
ているものを含むことができる。
【００６１】
　下記を用いることが好ましい。
　式（１．２）（式中、ｃは２である）の官能単位から形成される鎖を含む、少なくとも
一つの直鎖のポリオルガノシロキサンオイル（１）、これらは、式（１．１）（式中、ａ
は１であり、そしてｂは２である）の官能単位によりそれらの各末端においてブロックさ
れている、及び
　構造中に、上記ケイ素と結合した少なくとも３つの水素原子を含む少なくとも一つの直
鎖ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）、これらは、鎖及び／又は鎖末端に
位置している。
【００６２】
　下記を用いることも最も好ましい。
　式（１．２）（式中、ｃは２である）の官能単位から形成される鎖を含む少なくとも一
つの直鎖のポリオルガノシロキサンオイル（１）、これらは、式（１．１）（式中、ａは
１であり、そしてｂは２である）の官能単位によりそれらの各末端においてブロックされ
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ている、及び
　式（２．１）（式中、ｄは１であり、そしてｅは１である）の官能単位から形成される
鎖を含む少なくとも一つの直鎖ポリハイドロゲンオルガノシロキサンオイル（２）、
　随意選択的な式（２．２）（式中、ｇは２である）の官能単位、これらは式（２．１）
の官能単位によってそれらの各末端においてブロックされている。
【００６３】
　上記触媒（３）はまた、周知である。好ましくは、白金及びロジウム化合物が用いられ
る。最も好ましくは、米国特許公開第３、１５９，６０１号明細書、同第３、１５９，６
０２号明細書、同第３，２２０，９７２号明細書、並びに欧州特許出願公開第０，０５７
，４５９号明細書、同第０、１８８，９７８号明細書、及び同第０，１９０，５３０号明
細書に記載されるような、白金及び有機物質の錯体と、米国特許公開第３，４１９，５９
３号明細書、同第３，７１５，３３４号明細書、同第３，３７７，４３２号明細書、及び
同第３，８１４，７３０号明細書に記載されるような、白金及びビニルオルガノシロキサ
ンの錯体とが用いられる。
　好ましい触媒である白金を用いて、触媒（３）の重量は、白金金属の重量に関して計算
され、そして一般的に２～１００ｐｐｍ、そして好ましくは５～５０ｐｐｍである。これ
ら重量は、上記組成物の総量に基づいている。
【００６４】
　本発明に従う上記シリコーン組成物はまた、下記化合物から選択される付加反応抑制剤
（６）（架橋抑制剤）を含む：
　　随意選択的に、環状構造中に存在することができる少なくとも一つのアルケニル基で
置換されたポリオルガノシロキサン（テトラメチルビニルテトラシロキサンであることが
特に望ましい）、
　　ピリジン、
　　有機ホスフィン及びフォスファイト、
　　不飽和アミド、
　　アルキルマレエート、並びに
　　アルキルアルコール。
【００６５】
　好ましい熱ヒドロシリル化反応ブロック剤（ｂｌｏｃｋｅｒｓ）の一部を形成する、こ
れらのアルキニルアルコール（フランス国特許第１，５２８，４６４号明細書、及びフラ
ンス国特許出願公開第２，３７２，８７４号明細書を参照）は、下記化学式：
　　　Ｒ’－（Ｒ”）Ｃ（ＯＨ）－Ｃ≡ＣＨ
　（式中、
　　Ｒ’は、直鎖又は分岐鎖のアルキル基、又はフェニル基であり、
　　Ｒ”は、Ｈ又は直鎖若しくは分岐鎖のアルコキシル基若しくはフェニル基であり、基
Ｒ’，Ｒ”、及び三重結合に関してα位にある炭素原子は、Ｒ’，及びＲ”中に含まれる
炭素原子の総数が、少なくとも５、好ましくは９～２０であるという条件で随意選択的に
、環を形成することができる。）を有する。
【００６６】
　上記アルコールを２５０℃よりも高い沸点を有するアルコールから選択することが好ま
しい。
　下記が、これらアルコールの例である：
　　１－エチニル－１－シクロヘキサノール（１－ｅｔｈｙｎｙｌ－１－ｃｙｃｌｏｈｅ
ｘａｎｏｌ）、
　　３－メチル－１－ドデシン－３－オール（３－ｍｅｔｈｙｌ－１－ｄｏｄｅｃｙｎ－
３－ｏｌ）、
　　３，７，１１－トリメチル－１－ドデシ－３－オール（３，７，１１－ｔｒｉｍｅｔ
ｈｙｌ－１－ｄｏｄｅｃｙｎ－３－ｏｌ）、
　　１，１－ジフェニル－２－プロピン－１－オール（１，１－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－２－
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ｐｒｏｐｙｎ－ｌ－ｏｌ）、
　　３－エチル－６－エチル－１－ノニン－３－オール（３－ｅｔｈｙｌ－６－ｅｔｈｙ
ｌ－ｌ－ｎｏｎｙｎ－３－ｏｌ）、
　　２－メチル－３－ブチン－２－オール（２－ｍｅｔｈｙｌ－３－ｂｕｔｙｎ－２－ｏ
ｌ）、及び
　　３－メチル－１－ペンタデシン－３－オール（３－ｍｅｔｈｙｌ－ｌ－ｐｅｎｔａｄ
ｅｃｙｎ－３－ｏｌ）。
【００６７】
　これらのα－アルキニルアルコールは、市販の製品である。
　上記抑制剤（６）は、上記組成物の総量に対して、０．０１～０．１重量％の量で存在
する。
【００６８】
　本発明の組成物は、シリコーン技術分野では周知である安定化剤（例えば、オルトリン
酸溶液）を随意選択的に含むことができる。上記安定化剤は、最終組成物中に、上記組成
物の総量に基づいて、好ましくは０．０１～０．１％存在すべきである。
　それ自体公知の様式では、一つ又はいくつかの添加剤、例えば着色剤を、上記シリコー
ンエラストマー組成物に追加することができる。
【００６９】
　これらの態様に従って、本発明は、上述の上記シリコーン組成物向けの二成分前駆体系
を使用することに関している。上記前駆体系は、二つの別の部分Ａ及び部分Ｂの状態にあ
る。これらは、上記組成物を形成させるためにともに混合されることを意図している。こ
れらの部分Ａ又は部分Ｂの一つは、触媒（３）と、ポリオルガノシロキサン種（１）又は
（２）のうち一つのみとを含んでいる。この前駆体系の別の特徴は、上記ポリオルガノシ
ロキサン（２）を含む上記部分Ａ又は部分Ｂが、上記接着促進剤（４）の化合物（４．３
）と分離されていること、そして接着促進剤（４）の化合物（４．１）を含む部分Ａ又は
Ｂが、触媒（３）を含まないことである。この前駆体系のさらに別の特徴は、樹脂（５）
を、部分Ａ若しくは部分Ｂ、又はＡとＢの両方で用いることができること、そして触媒（
３）が、ポリオルガノシロキサン（２）及び樹脂（５）を含む部分Ａ又は部分Ｂ中に存在
してはいけないことである。
【００７０】
　従って、部分Ａは、例えば、ポリオルガノシロキサン（１）、ポリオルガノシロキサン
（２）、接着促進剤（４）の化合物（４．１）及び（４．２）、樹脂（５）の一部、並び
に随意選択的な架橋抑制剤（６）を含むことができ、一方、部分Ｂは、例えば、ポリオル
ガノシロキサン（１）の残りの部分、触媒（３）、接着促進剤（４）の化合物（４．３）
、樹脂（５）の残りの部分、及び随意選択的な着色成分を含むことができる。
【００７１】
　部分Ａ及び部分Ｂ並びにそれらの混合物の粘度を、成分の量を変えること、そして異な
る粘度のポリオルガノシロキサンを選択することにより調製することができる。
　一度、部分Ａ及び部分Ｂをともに混合すると、それらは、すぐに使用可能な低温硬化シ
リコーン組成物を形成し、好適なコーティング手段、例えば、ドクターブレード又はロー
ラーにより、生地に適用することができる。
【００７２】
　コーティングすべき生地に適用された上記組成物を、低温、すなわち、室温に近い温度
（２３℃）で架橋させることができるが、本発明に従う化合物をまた、熱的に促進させる
様式及び／又は電磁線（電子線）により架橋させることができることに留意するべきであ
る。
【００７３】
　本発明に従う上記組成物を、多孔質の柔軟性のある生地、特に、織布（ｗｏｖｅｎ）、
編物（ｋｎｉｔｔｅｄ）又は不織布（ｎｏｎ－ｗｏｖｅｎ）の繊維状生地（好ましくは、
天然又は合成起因の繊維で作られた織布）又はそれらの混合物を、カバー又はコーティン
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グするために用いることができる。例には、綿、羊毛、絹、ジュート、リネン、アセテー
ト、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレートを含む）、ポリアミド（ナイロンを含む
）、アクリル、オレフィン、アラミド、アジオン（ａｚｉｏｎ）、ガラス、モダクリリッ
ク、ノボロイド、ニトリル、レーヨン、サラン、スパンデックス、ビニル、ビニヨン、再
生セルロース、セルロースアセテート等が含まれる。天然及び合成繊維のブレンドもまた
、用いることができる。上記布帛を、ポリエステル繊維で構成することが最も好ましい。
【００７４】
　本発明の医療用布帛は、好ましくは、１００％ポリエステルフィラメントヤーンの織布
である（ナイロンは耐久性に欠き、そして通常は、医療用途のバリア布帛には、不適当で
ある。）。所望の布帛密度を得るために、上記ヤーンのデニールは、１インチ当たり少な
くとも１００のたて糸（ｅｎｄ）及びよこ糸（ｐｉｃｋ）の合計（「巻き数（ｒｏｕｎｄ
　ｃｏｕｎｔ）」と呼ばれることもある）と組み合わせて、５０～１００の範囲とするの
が通常である。
【００７５】
　仕上げ前の上記織布は、約６０～３００ｇ／ｍ2、好ましくは６０～１８０ｇ／ｍ2の重
量を有し、そして約７５ｇ／ｍ2が最も望ましい値である。
【００７６】
　コーティング前に、上記織布を、糸くず等の異物を除去するために洗浄及び乾燥するの
が通常である。次いで、標準的な、適切なテキスタイル仕上げ装置を用いて、処理浴を施
され、そこでは、コーティング操作前に、上記布帛に種々の添加剤を適用することができ
る。典型的な添加剤には、抗菌剤、例えば、３－（トリメトキシシリル）－プロピルオク
タデシルジメチルアンモニウムクロリド；静電防止剤化合物、例えば、第四級アンモニウ
ム及びアルキルアミン化合物；及び難燃剤、例えば、環状のホスホン酸エステルが含まれ
る。それらの全ては、当業者に周知である（例えば、米国特許第４，９１９，９９８号明
細書を参照のこと。）。上記コーティング処理前に、疎水性ポリエステル布帛に、親水仕
上げをまた、適合することができる（米国特許第５，１８３，７０２号明細書に開示され
ている）。
【００７７】
　任意の添加剤を用いて上記布帛を処理した後、追加の処理前に、水分を除去するために
乾燥させる。
【００７８】
　本発明の方法では、上記ポリオルガノシロキサンコーティング組成物を、一般的な高速
アプリケーター（ドクターブレード及びローラー等）を用いて、２パスでポリエステル布
帛の片面に適用する。：全てのポリマー組成物における３０～１５０ｇ／ｍ2の含浸重量
のために、第一のパスは、１０～４５ｇ／ｍ2の範囲で、上記布帛上に、第一の低コーテ
ィング含浸重量を適用し、そして第二のパスは、当該第一のコーティング上に、２０～１
０５ｇ／ｍ2の第二の高重量のコーティングを適用する。
【００７９】
　上記２パスの適用法は、１パス法よりも、少なくとも二つの大きな利点を有する。最初
に、第一のコーティングの上に第二のコーティングを適用することで、未コーティング材
料のピンホール又は領域の可能性が事実上排除され、そして重要な追加の機械的圧力を適
用して、ポリマー組成物を上記布帛中に導入させる。すなわち、一回の高含浸重量のコー
ティングを用いた場合、ドクターブレードは生地から離れ、大量のポリマー組成物が上記
布帛上を流れてしまう。ひいては、ドクターブレードによって、非常に小さな圧力が、布
帛上に直接適応される。しかし、第一の非常に薄く、軽含浸重量のコーティングを用いる
と、上記ブレードは、実際には上記布帛の表面に非常に近く、機械的圧力がほぼ直接、布
帛に適用される。結果として、上記低粘度のポリマー組成物が、織布の隙間に本質的に入
り込む。このさらなる圧力は、特に医療用途（例えば、外科用ガウン、及び無菌布）を目
的とする布帛、非常に目の詰んだ織布（すなわち、非常に滑らかな表面を有し、そして当
該隙間が極めて小さい）を目的とする布帛に非常に重要である。
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【００８０】
　上記未硬化のコーティングされた布帛を、エラストマーコーティングの硬化を促進する
ため、加熱オーブン（通常は、約１８０～２２０℃で、１５秒～４分）に通すのが通常で
ある。最適な時間及び温度を、組成、コーティング厚等に基づいて容易に決定することが
できる。本発明の上記２パス法を用いて、第一の適用された低含浸重量コーティングの硬
化を、遅らせるか又はさらにゆっくり硬化させ、上記布帛にさらに効果的に浸透する低粘
度組成物とすることができる。硬化の際のこの遅延を達成するための方法の一つは、上記
オーブンの初期段階でより低い温度を単に用いることである。例えば、一般的なオーブン
は、長さが３０～９０フィートで、そして約２～１２個のステージ、チャンバー、又は加
熱ユニットを含むことができる。
【００８１】
　そのため、上記ステージを、最初のユニット内の約１８０℃から最終ユニット内の約２
２０℃まで上昇させて加熱するのが通常である。本発明の方法では、上記第一のコーティ
ングを、約１５０℃のみの温度を有する初期ユニットを用いて硬化させることができる。
思いがけなくも、この低温初期硬化における加熱は、実際には、反応抑制剤が揮発する機
会を有しかつ硬化が始まる前に、最初にポリマー組成物の粘度を減少させる原因となる。
もちろん、これは、結果として固化が発生する架橋の前に、第一のコーティング材料が上
記布帛に浸透するのに役立つ。本発明の第一のコーティングは、上記布帛の表面の本質的
な「下塗り」であるということができる。
【００８２】
　上記第一のコーティングが本質的に硬化したか、又は少なくとも部分的に硬化した後、
第二のより高含浸重量のコーティングを、上記第一のコーティング上に適用し、そして一
般的な時間及び温度を用いて迅速に硬化させる。
【００８３】
　使用において、コーティングされた布帛の未コーティング面は、潜在的に汚染されたか
又は危険な環境、例えば、体液及び／又は伝染性微生物を含む可能性があるものに面する
（以下、「コーティングされた布帛の外面」という。）。そして、コーティングされた布
帛の、上記ポリオルガノシロキサン組成物の面は、保護すべき表面、例えば、医療従事者
の身体、又は手術野（ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｆｉｅｌｄ）の領域に面する（以下、「コーテ
ィングされた布帛の内面」という。）。
【００８４】
　上記コーティングされた布帛の内面は、医療従事者の皮膚に接触する可能性があるので
、例えば、医療用衣料における製造において、上記コーティングされた布帛の内面に、さ
らに見て美しい感じの良さを与え、そしてそれに満足のいく感触の品質を付与するために
、やわらかい布帛ライナー（すなわち、インナー層、好ましくは天然繊維又は天然／合成
繊維ブレンドで構成されるインナー層）を、上記コーティングされた布帛のシリコーンコ
ーティングされた内面上に重ねることが好ましい。上記インナーの例には、リネン、綿、
及び綿／ポリエステルブレンドで構成されるものが含まれる。上記コーティングされた布
帛の内面が重ねられうることがまた想定され、通常、（ｉ）製品の事前作成された織布製
品、例えば、外科用ガウン又は無菌布（特に、上記ガウンの前面（エプロン等）及び袖に
必要な領域において）、（ｉｉ）上記材料及びコーティングされたバリア布帛を、物品（
上記例示された外科用ガウン又は無菌布を製造する前の繊維材料等）に縫い合わせる。
【００８５】
　バリア布帛の耐久性及び実用性の評価、特に医療用バリア布帛として利用されるものの
実用性にとって、最も重要なことは、ＡＳＴＭ　Ｄ　７５１（Ａ）Ｍｕｌｌｅｎ型の流体
静力学試験、及びＡＳＴＭ　Ｄ　７５１（Ｂ）ＨｙｄｒｏＳｕｔｅｒ試験等の耐流体静力
学試験の結果である。上記Ｍｕｌｌｅｎ試験では、布帛のコーティングされた面を、次第
に高くなる圧力及び上記布帛の「漏れ」が記録される圧力で、流体（通常は水）にさらす
。上記医療用バリア布帛分野の重要性は、上記布帛が「漏れ」が生ずるまで耐えられた洗
浄／オートクレーブサイクルの回数である。



(23) JP 4938655 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【００８６】
　上記ＨｙｄｒｏＳｕｔｅｒ試験では、コーティングされた布帛は、外面を備える装置の
カラムに置かれ、上記表面は、通常、潜在的に危険な環境に面しており、水のすすぎカラ
ムに面している（すなわち、コーティングされた面が、水に面している）。従って、上記
エラストマーコーティングは、液体に対する絶対的な非透過性を有しなければならないだ
けでなく、増加する水頭の圧力の下、破壊を避けるための伸縮特性と共に、布帛への優れ
た付着を実証しなければならない。この試験では、コーティングされた生地は、水滴が見
えるか、あるいは上記材料が破壊された場合には、不合格となる。Ｍｕｌｌｅｎ試験と同
様に、水滴が現れるまで、上記布帛が耐えることができる洗浄／オートクレーブサイクル
の回数は重要である。
【００８７】
　本発明は、医療用バリア布帛産業の最も厳しい基準を満たすことができる、改良された
バリア布帛を提供するが、本発明は、その領域に限定されないと理解すべきである。実は
、上記方法、及び上記方法を用いて製造された製品を、同様の特性が要求される任意の用
途、例えば、テント用布帛、アウトドア布地及びカバー等向けに用いることができる。
【００８８】
　本明細書で用いるように、用語「本質的に成る」は、所与の組成物又は生成物の好まし
い特性に大きな影響を与えない追加の材料の存在を除外するものではない。
　操作例さもなければ他に示された場合以外、本明細書で用いられる成分又は反応条件の
量を表す数は、用語「約」によって、全ての場合において修正するように理解される。
【実施例】
【００８９】
　その組成物の調製、及びポリエステル製医療用バリア布帛向けのコーティングとしての
用途を実証する次の例により、本発明をさらに明確に理解することができ、そして本発明
の優位性及び別の実施形態を明確にすることができる。下記例は、本発明を制限すること
を、決して意図するものではない。本発明の強化された性能特性を、比較試験によって、
実証する。
【００９０】
　全てのパーセンテージ及び比率は、他に示されない限り、重量によるとみなされる。
　下記例において用いられている特定の洗浄／オートクレーブサイクルは、次の表１に記
載されている。
【００９１】
【表１】
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【００９２】
　乾燥後、２６０°Ｆ、約１５分間、オートクレーブサイクルを用いて、上記布帛を殺菌
した。
　これらの例では、室温において、ブルックフィールド型粘度計を用いて、粘度を測定し
た。
【００９３】
例Ｉ
満たされるシリコーンコーティング組成物の調製（比較例１）
１．１　２成分系の部分Ａの調整
　下記を、室温で反応器に導入した。
　　４７．７部の下記の事前調製された混合物：
　　　（ａ）０．８重量％のビニル基（Ｖｉ）を含み、そして（ＣＨ3）2ＳｉＯ0.5官能
単位を２７重量％、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位を０．１５重量％、（ＣＨ3）2Ｓ
ｉＯ官能単位を６０重量％、（ＣＨ3）ＶｉＳｉＯ官能単位を２．４重量％、そしてＳｉ
Ｏ2官能単位を９．６重量％からなるＭＭViＤＤViＱ構造を有する樹脂を４０重量％（以
下、この成分を、「樹脂（５）」と称する。）、及び
　　　（ｂ）６０，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有し、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位
によって各鎖末端において停止されている樹脂を６０重量％（以下、この成分を「希釈剤
Ａ」と称する。）。
【００９４】
　　１００，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有し、１００ｇのオイル当たり０．００３個のＶ
ｉ－Ｓｉ官能基を含み、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位によって、各鎖末端において
停止されているポリジメチルシロキサンオイルから成る高粘度オイルのポリオルガノシロ
キサンオイルを２７重量部（以下、この成分を、「高粘度オイル（１）」と称する。）。
　　材料の表面に官能基を追加するか、あるいは加熱する等の相溶化処理を受けていない
、Ａｌｂａｃａｒ５９７０として市販される炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）固体を１６部
：この充填剤は、縫い終わった縫い目を強化するため、そして布帛に引き裂き抵抗を付与
するために用いられることが多い。
　　２５ｍＰａ・ｓの粘度を有し、そして１００ｇのオイル当たり計０．７個のＨ－Ｓｉ
官能基を含み、（ＣＨ3）2ＨＳｉＯ0.5官能単位によって各鎖末端において停止されてい
るポリ（ジメチル）（ハイドロゲンメチル）シロキサンオイルから成るポリオルガノシロ
キサンのオイルを６部（以下、この成分を、「オイル（２）」と称する。）。
　　ビニルトリメトキシシランから成る接着促進剤（４）の化合物（４．１）を１重量部
（以下、この成分を、「ＶＴＭＯ（４．１）」と称する。）。
　　３－グリシドキシプロピルトリメトキシシランから成る接着促進剤（４）の化合物（
４．２）を１重量部（以下、この成分を、「ＧＬＹＭＯ（４．２）」と称する。）。
【００９５】
１．２　２成分系の部分Ｂの調製
　下記を、室温で反応器に導入した。
　４５部の下記の事前調製された混合物：
　　　（ａ）０．８重量％のビニル基（Ｖｉ）を含み、そして（ＣＨ3）2ＳｉＯ0.5官能
単位を２７重量％、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位を０．１５重量％、（ＣＨ3）2Ｓ
ｉＯ官能単位を６０重量％、（ＣＨ3）ＶｉＳｉＯ官能単位を２．４重量％、そしてＳｉ
Ｏ2官能単位を９．６重量％からなるＭＭViＤＤViＱ構造を有する樹脂を４０重量％（以
下、この成分を、「樹脂（５）」と称する。）、及び
　　　（ｂ）６０，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有し、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位
によって各鎖末端において停止されている樹脂を６０重量％（以下、この成分を「希釈剤
Ａ」と称する。）。
【００９６】
　　１００，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有し、１００ｇのオイル当たり０．００３個のＶ
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ｉ－Ｓｉ官能基を含み、（ＣＨ3）2ＶｉＳｉＯ0.5官能単位によって、各鎖末端において
停止されているポリジメチルシロキサンオイルから成る高粘度オイルのポリオルガノシロ
キサンオイルを５１重量部（以下、この成分を、「高粘度オイル（１）」と称する。）。
　　ブチルチタネートＴｉ（ＯＢｕ）4から成る接着促進剤（４）の化合物（４．３）を
４重量部（以下、この成分を、「ＴＢＴ（４．３）」と称する。）。
　　Ｋａｒｓｔｅｄｔ触媒として公知であり、１０重量％の白金金属を含む、有機金属錯
体の状態で導入される、白金金属触媒を０．０２重量部（以下、この成分を、「白金触媒
（３）」と称する。）。
【００９７】
１．３　コーティング組成物の調製
　上記コーティング組成物を、室温において、１００重量部の部分Ａと、１０重量部の部
分Ｂとを混合させて得た。そのようにして、対照比較組成物を得た。
【００９８】
例ＩＩ
ポリエステル製織布をコーティングするための、例Ｉの満たされるシリコーンコーティン
グ組成物の使用
２．１　適用の手順
　例Ｉの組成物を、標準のナイフオーバーロール法を用いて、７０デニールのポリエステ
ル製織布上に堆積した。上記コーティング組成物を、上記布帛に、約１３５ｇ／ｍ2の含
浸重量を用いて１パスで堆積させた。次いで、硬化を行わせるために、上記エラストマー
コーティングを、１８０℃で、８０秒間、オーブン内で架橋させた。
【００９９】
　次いで、上記コーティングされた布帛を、複数回の上述の洗浄／オートクレーブ／乾燥
サイクルにさらし、そして上記布帛の試料を、規則的な間隔で試験し、十分な保護用バリ
ア品質が持続しているかどうか試験した。
２．２　結果
　上記例ＩＩの方法により調製したバリア布帛に、Ｍｕｌｌｅｎ及びＨｙｄｒｏＳｕｔｅ
ｒ試験を行う一方で、生じた失敗回数によって描写される結果により、ポリエステル製織
布生地からコーティングの大きな層間剥離が生じ、ひいては、上記保護用バリア布帛が、
２５～５０回の洗浄／オートクレーブ／乾燥サイクルで破断したことが示された。
【０１００】
例ＩＩＩ
ポリエステル製織布をコーティングするための、例Ｉの満たされるシリコーンコーティン
グ組成物の使用（方法の改良１）
３．１　適用の手順
　例２．１のように、例Ｉの組成物を、標準的なナイフオーバーロール方法を用いて、７
０デニールのポリエステル製織布に堆積させた。しかし、上記コーティング組成物を、２
パスで堆積させた。第一のコーティングは、約３７ｇ／ｍ2の低含浸重量コーティングで
あり、そして上記第一のコーティングの頂部に適用される第二のコーティングは、約９８
ｇ／ｍ2の高含浸重量を有するコーティングであった。上記布帛への総含浸重量は、例２
．１のように約１３５ｇ／ｍ2のままであった。第一のエラストマーコーティングを、１
８０℃で開始し、２００℃で終了するオーブン内で、６０秒間架橋させ、第二のコーティ
ングを適用する前に硬化を実施した。次いで、二重のコーティングがされた布帛を、再度
８０秒間、１８０℃で開始しかつ２００℃で終了する上記オーブン内に通した。
【０１０１】
　次いで、上記コーティングされた布帛を、複数回の上述の洗浄／オートクレーブ／乾燥
サイクルにさらし、そして上記布帛の試料を規則的な間隔で試験し、十分な保護用バリア
品質が持続しているかどうか試験した。
【０１０２】
３．２　結果
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　上記例ＩＩＩの方法により調製したバリア布帛に、Ｍｕｌｌｅｎ及びＨｙｄｒｏＳｕｔ
ｅｒ試験を行う一方で、起きた失敗回数によって描写される結果により、例ＩＩの１パス
法がわずかに改良されるものの、上記ポリエステル製織布からの上記コーティングに相当
量の層間剥離がまだ生じ、そして上記保護用バリア布帛が、約５０回の洗浄／オートクレ
ーブ／乾燥サイクルで破断したことが示された。
【０１０３】
例ＩＶ
ポリエステル製織布をコーティングするための、例Ｉの満たされるシリコーンコーティン
グ組成物の使用（方法の改良２）
４．１　適用の手順
　例３．１のように、例Ｉの組成物を、標準的なナイフオーバーロール方法を用いて、７
０デニールのポリエステル製織布に堆積させた。また、例３．１のように、上記コーティ
ング組成物を、２パスで堆積させた。第一のコーティングは、約３７ｇ／ｍ2の低含浸重
量コーティングであり、そして上記第一のコーティングの頂部に適用される第二のコーテ
ィングは、約９８ｇ／ｍ2の高含浸重量を有するコーティングであった。上記布帛への総
含浸重量は、例２．１のように約１３５ｇ／ｍ2のままであった。しかし、硬化する前か
つ第二のコーティングが適用される前に、架橋工程を遅らせ、上記ポリエステル製織布内
により深く浸透させるために、第一のエラストマーコーティングを、１５０℃で開始しか
つ２００℃で終了するオーブン内で、６０秒間架橋させた。次いで、二重のコーティング
がされた布帛を、再度８０秒間、１８０℃で開始しかつ２００℃で終了する上記オーブン
内に通し、上記第二のコーティングの硬化を即座に実施した。
【０１０４】
　次いで、上記コーティングされた布帛を、複数回の上述の洗浄／オートクレーブ／乾燥
サイクルにさらし、そして上記布帛の試料を規則的な間隔で試験し、十分な保護用バリア
品質が持続しているかどうか試験した。
【０１０５】
４．２　結果
　上記例ＩＶの方法により調製したバリア布帛に、Ｍｕｌｌｅｎ及びＨｙｄｒｏＳｕｔｅ
ｒ試験を行う一方で、起きた失敗回数によって描写される結果によって、例３の２パスの
迅速硬化法がわずかに改良されるものの、上記ポリエステル製織布生地からのコーティン
グの数回の層間剥離が依然生じ、そして上記保護用バリア布帛が、約５０～７５回の洗浄
／オートクレーブ／乾燥サイクルで破断したことが示された。
【０１０６】
例Ｖ
本発明のシリコーンコーティング組成物の調製
５．１　二成分系の部分Ａの調製
　下記を、室温で反応器に導入した；
　　１００，０００ｃｐｓの粘度及び１１０，０００ｇ／モルの平均分子量のビニル末端
ポリジメチルシロキサンオイルを４４．６重量部（以下、この成分を「高粘度オイル（１
）」と称する。）；
　　ＭＤＶｉＱ樹脂（４０％）と、約９０，０００ｇ／モルの平均分子量を有し、６０，
０００ｃｐｓの粘度のビニル末端ポリジメチルシロキサンオイル（６０％）との混合物を
４７．７重量部（以下、この成分を「樹脂（５）」と称する。）；
　　鎖の末端及び規則的な間隔で鎖上にある、ケイ素原子と結合した水素原子を含むポリ
ハイドロゲンオルガノシロキサン架橋剤を５．６重量部。上記架橋剤は、０．７重量％の
水素原子を有し、２，５００の平均分子量を有し、２５ｃｐｓの粘度を有する（以下、こ
の成分を「オイル（２）」と称する。）；
　　１－エチニル－ｌ－シクロヘキサノールから成る抑制剤を０．０２５重量部（以下、
この成分を「抑制剤（６）」と称する。）；
　ビニル官能基とのアルコキシル化オルガノシラン、すなわち、３－トリメトキシシリル
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プロピルメタクリレートから成る、接着促進剤（４）の化合物（４．１）を１重量部（以
下、この成分を「ＭＥＭＯ（４－１）」と称する。）；
　　　エポキシ官能アルコキシル化オルガノシラン、すなわち、３－グリシドキシプロピ
ルトリメトキシシランから成る、接着促進剤（４）の化合物（４．２）を１重量部（以下
、この成分を「ＧＬＹＭＯ（４．２）」と称する。）：及び
　　オルトリン酸（Ｈ3ＰＯ4）に基づく安定化剤を０．０２５（以下、この成分を「ＳＯ
Ｌ　１１０」と称する。）。
【０１０７】
５．２　二成分系の部分Ｂの調製
　下記を、室温で、反応器内で混合させた；
　　１００，０００ｃｐｓの粘度及び約１１０，０００ｇ／モルの平均分子量の、ビニル
末端ポリジメチルシロキサンオイルを５０．４重量部（オイル（１））；
　　ＭＤＶｉＱ樹脂（４０％）と、約９０，０００ｇ／モルの平均分子量を有し６０，０
００ｃｐｓの粘度のビニル末端ポリジメチルシロキサンオイル（６０％）との混合物を４
４．４５重量部（樹脂（５））；
　　白金金属触媒、すなわち、塩化白金酸を０．０２１５重量部（白金触媒（３））：及
び
　　付着促進剤として、並びに付着促進剤系用の縮合触媒として作用するアルコキシ－チ
タン化合物、すなわち、ブチルチタネート（Ｔｉ（ＯＢｕ）4）から成る接着促進剤（４
）の化合物（４．３）を４．９５重量部（ＴＢＴ（４．３））。
【０１０８】
５．３　二成分系の調製
　１００重量部の部分Ａ及び１０重量部の部分Ｂを、室温で混合して、上記二成分系を得
た。この組成物の全ての組成を、表ＩＩに示す。
【０１０９】
【表２】

【０１１０】
　比較例Ｉの組成物により例証される先の布帛コーティング分野の組成と、例Ｖの組成物
により例証される本発明の組成物の大きな違いは、
　ａ）任意の充填剤材料、補強充填剤、又は他のものがないこと；
　ｂ）接着促進剤触媒濃度の増加、すなわち、Ｔｉ（ＯＢｕ）4（ＴＢＴ）は組成物の総
量に基づいて、０．３６から０．４５パーセントに増加したこと；そして
　ｃ）架橋抑制剤が存在すること（いくつかの優位性の中で、架橋抑制剤により、架橋前
の第一のコーティングのオーブン内での粘度が低下する。）、
である。
【０１１１】
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例ＶＩ
ポリエステル製織布をコーティングするための、例ＶＩのシリコーンコーティング組成物
の使用（方法の改良３）
６．１　適用の手順
　例Ｖの組成物（本発明の組成物）を、標準的なナイフオーバーロール方法を用いて、７
０デニールのポリエステル製織布に堆積させた。例４．１のように、上記コーティング組
成物を、２パスで堆積させた。第一のコーティングは、約３７ｇ／ｍ2の低含浸重量コー
ティングであり、そして上記第一のコーティングの頂部に適用される第二のコーティング
は、約９８ｇ／ｍ2の高含浸重量を有するものであった。上記布帛への総含浸重量は、例
２．１のように約１３５ｇ／ｍ2のままであった。また、例４．１のように、硬化させる
前かつ第二のコーティングの適用前に、架橋工程を遅らせ、上記ポリエステル製織布内に
より深く浸透させるために、第一のエラストマーコーティングを、１５０℃で開始しかつ
２００℃で終了するオーブン内で、約６０秒間架橋させた。次いで、二重のコーティング
がされた布帛を、再度８０秒間、１８０℃で開始しかつ２００℃で終了する上記オーブン
内に通し、上記第二のコーティングの硬化を即座に実施した。
【０１１２】
　次いで、上記コーティングされた布帛を、複数回の上述の洗浄／オートクレーブ／乾燥
サイクルにかけ、上記布帛の試料を規則的な間隔で試験し、十分な保護用バリア品質が持
続しているかどうか試験した。
【０１１３】
６．２　結果
　上記例ＶＩの方法により調製したバリア布帛に、Ｍｕｌｌｅｎ及びＨｙｄｒｏＳｕｔｅ
ｒ試験を行う一方で、起きた失敗の回数によって描写される結果により上記保護用バリア
布帛に破断の兆候が観察されるまでに、上記布帛が耐える洗浄／オートクレーブ／乾燥サ
イクル回数が大幅に増えた。予想外にも、上記コーティングされた布帛は、任意の保護特
性の損失又はポリエステル製織布生地からのコーティングの層間剥離を生ずることなく、
７５回超のきわめて厳しい洗浄／オートクレーブ／乾燥サイクルに耐えることができた。
【０１１４】
　当該開示の境界及び範囲を、次のパラグラフに開示する。
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